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第１条～第３条　略

（補助対象事業）
第４条　補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）
は、次に掲げる事業とする。
（１）建設ディレクター育成支援事業
建設事業者が雇用する若手人材を建設ディレクターに育成する事業
（２）若手人材定着促進支援事業
建設事業者が雇用する若手人材を表彰する事業

第５条　略

（補助事業者）
第６条　補助事業者は、補助対象事業ごとに、次に掲げる者とする。ただし、別表第２に掲げるいずれかに該当する場合を除く。
（１）　建設ディレクター育成支援事業
県内に主たる営業所を有する建設事業者。ただし、当該補助金交付申請時から支払いがあるときまでの間、県の建設工事競争入札参加資格について指名停止措置を受けた場合を除く。
（２）　若手人材定着促進支援事業
一般社団法人高知県建設業協会

（補助金の交付の申請手続）
第７条　規則第３条第１項の申請書及び関係書類の様式は、それぞれ別記第１号様式によるものとし、補助事業の実施前までに提出しなければならない。


２　略

第８条～第14条　略

（県内発注）
第15条　補助事業者は、補助事業の実施において県が定める「公共調達による地消地産推進戦略」に沿った県内発注に努めるものとする。

（情報の開示）
第16条　補助事業又は補助事業者に関して、高知県情報公開条例（平成２年高知県条例第１号）に基づく開示請求があった場合は、同条例第６条第１項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

附　則
（施行期日）
１　この要綱は、令和６年４月１日から施行する。
２　この要綱は、令和10年５月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された補助金については、第８条第５号及び第７号から第９号まで、第10条第３項並びに第13条から第16条までの規定は、同日以降もなおその効力を有する。

附　則
（施行期日）
この要綱は、令和８年４月１日から施行する。








別表第１（第５条関係）
	事業区分
	補助対象経費
	補助率
	補助限度額

	１　建設ディレクター育成支援事業
	建設事業者が負担する建設ディレクター育成講座（一般社団法人建設ディレクター協会開催）の講座受講料

	１／４以内
	１人当たり82,500円
（１建設事業者５人まで）

	２　若手人材定着促進支援事業
	　建設事業者が雇用する若手人材を表彰するために要する経費

報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料その他知事が必要と認める経費
	１／３以内
	100,000円
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別表第２　略
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第１条～第３条　略

（補助対象事業）
第４条　補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、補助事業者が雇用する若手人材を建設ディレクターに育成する事業とする。





第５条　略

（補助事業者）
第６条　県内に主たる営業所を有する建設事業者（以下「補助事業者」という。）とする。ただし、当該補助金交付申請時から支払いがあるときまでの間、県の建設工事競争入札参加資格について指名停止措置を受けてる場合及び別表第２に掲げるいずれかに該当する場合を除く。





（補助金の交付の申請）
第７条　規則第３条第１項の申請書及び関係書類の様式は、それぞれ別記第１号様式によるものとし、補助事業の実施前（受講予定の建設ディレクター育成講座開始前）までに提出しなければならない。

２　略

第８条～第14条　略






（情報の開示）
第15条　補助事業又は補助事業者に関して、高知県情報公開条例（平成２年高知県条例第１号）に基づく開示請求があった場合は、同条例第６条第１項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

附　則
（施行期日）
１　この要綱は、令和６年４月１日から施行する。
２　この要綱は、令和10年５月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された補助金については、第８条第５号及び第７号から第９号まで、第10条第３項並びに第13条から第15条までの規定は、同日以降もなおその効力を有する。












別表第１（第５条関係）
	補助対象経費
	補助率
	補助限度額

	
補助事業者が負担する建設ディレクター育成講座（一般社団法人建設ディレクター協会開催）の講座受講料

	１／４
	1人当たり82,500円
（１補助事業者５人まで）













別表第２　略



